
【 グループホーム桂葉 利用料金 】 

利用料金（介護サービス費一割負担の場合）           令和６年４月１日現在 

項目/介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護サービス費 ７４９円 ７５３円 ７８８円 ８１２円 ８２８円 ８４５円 

食 
 

費 

朝食 ３２５円 

昼食 ４５０円 

夕食 ４３５円 

合計 １，２１０円/日 

家賃   ５００円/日 

水道光熱費   ７３０円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    
<介護保険適用負担額> ※１            ６円/日  

合
計 

１日あたり 3,195 円 3,199 円 3,234 円 3,258 円 3,274 円 3,291 円 

１ヶ月（３０日） 95,850 円 95,970 円 97,020 円 97,740 円 98,220 円 98,730 円 

   
各種加算項目（介護保険適用負担額） 

   〇初期加算 
入居した日から３０日間のみ          １日あたり３０円 

   〇退去時相談援助加算 
利用期間が１ヶ月を超えた利用者が自宅へ退去する場合、自宅や地域での生活が継続でき

るように相談援助させていただきます。   １人につき１回限り４００円 
   〇看取り看護加算 

医師により回復の見込がないと判断された利用者で本人及び家族がホームでの看取り

を希望された場合、医師、看護師、介護職員と連携をとりながら家庭的な環境のもとで

最期を迎えられることができるよう援助させていただきます。 
死亡日以前３１～４５日    ７２円／日 
死亡日以前４～３０日    １４４円／日 
死亡日前日及び前々日    ６８０円／日 
死亡日         １，２８０円／日 

   〇口腔衛生管理体制加算 
    歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合 
                           １月あたり３０円 
   〇口腔・栄養スクリーニング加算 
    介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報について利用者を担当す

る介護支援専門員に提供している場合 
                 １回あたり２０円（６ヶ月に１度を限度） 
   〇栄養管理体制加算 
    管理栄養士（外部との連携含む）が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的

助言や指導を行なった場合 
１月あたり３０円 

   ○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 
    診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１

回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

こと。 
                            １月あたり５円 
 



   ○新興感染症等施設療養費 
    入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、

入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対

し、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを行った場合に１月に

１回、連続する５日を限度として算定する。 
                          １日あたり２４０円 
   ○認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

・事業所又は施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 
・対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を定期的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを

実施していること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン

スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期

的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修

了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行

動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 
                      １月あたり１２０円 

 
 

※１職員の配置・勤務状況により、下記の加算内容及び料金が変わる場合があります。 
    事前に説明させていただきますのでご了承下さい。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅰ）        １日あたり２２円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上、または勤続１０年

以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上である。 
○サービス提供体制強化加算（Ⅱ）        １日あたり１８円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅲ）         １日あたり６円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上、または常勤職員の

占める割合が７５％以上、または勤続７年以上の介護福祉士の占める割合が３０％

以上である。 
○特定処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○ベースアップ支援加算 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

     所定単位数にサービス別加算率（１１．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
  所定単位数にサービス別加算率（８．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

     所定単位数にサービス別加算率（４．５％）を乗じた単位数で算定 
   
（その他）通院時の受診料・薬代、理美容費、行事参加費、おむつ代等の日常生活で必要な

費用は自己負担となります。 



【 グループホーム桂葉 利用料金 】 

利用料金（介護サービス費二割負担の場合）           令和６年４月１日現在 

項目/介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護サービス費 1,498 円 1,506 円 1,576 円 1,624 円 1,656 円 1,690 円 

食 
 

費 

朝食 ３２５円 

昼食 ４５０円 

夕食 ４３５円 

合計 １，２１０円/日 

家賃   ５００円/日 

水道光熱費   ７３０円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    
<介護保険適用負担額> ※１           12 円/日  

合
計 

１日あたり 3,950 円 3,958 円 4,028 円 4,076 円 4,108 円 4,142 円 

１ヶ月（３０日） 118,500 円 118,740 円 120,840 円 122,280 円 123,240 円 124,260 円 

   
各種加算項目（介護保険適用負担額） 

   〇初期加算 
入居した日から３０日間のみ          １日あたり６０円 

   〇退去時相談援助加算 
利用期間が１ヶ月を超えた利用者が自宅へ退去する場合、自宅や地域での生活が継続でき

るように相談援助させていただきます。   １人につき１回限り８００円 
   〇看取り看護加算 

医師により回復の見込がないと判断された利用者で本人及び家族がホームでの看取り

を希望された場合、医師、看護師、介護職員と連携をとりながら家庭的な環境のもとで

最期を迎えられることができるよう援助させていただきます。 
死亡日以前３１～４５日   １４４円／日 
死亡日以前４～３０日    ２８８円／日 
死亡日前日及び前々日  １，３６０円／日 
死亡日         ２，５６０円／日 

   〇口腔衛生管理体制加算 
    歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合 
                           １月あたり６０円 
   〇口腔・栄養スクリーニング加算 
    介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報について利用者を担当す

る介護支援専門員に提供している場合 
                 １回あたり４０円（６ヶ月に１度を限度） 
   〇栄養管理体制加算 
    管理栄養士（外部との連携含む）が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的

助言や指導を行なった場合 
１月あたり６０円 

   ○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 
    診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１

回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

こと。 
                           １月あたり１０円 
 



   ○新興感染症等施設療養費 
    入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、

入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対

し、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを行った場合に１月に

１回、連続する５日を限度として算定する。 
                          １日あたり４８０円 
   ○認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

・事業所又は施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 
・対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を定期的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを

実施していること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン

スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期

的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修

了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行

動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 
                      １月あたり２４０円 

 
 

※１職員の配置・勤務状況により、下記の加算内容及び料金が変わる場合があります。 
    事前に説明させていただきますのでご了承下さい。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅰ）        １日あたり４４円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上、または勤続１０年

以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上である。 
○サービス提供体制強化加算（Ⅱ）        １日あたり３６円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅲ）        １日あたり１２円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上、または常勤職員の

占める割合が７５％以上、または勤続７年以上の介護福祉士の占める割合が３０％

以上である。 
○特定処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○ベースアップ支援加算 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

     所定単位数にサービス別加算率（１１．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
  所定単位数にサービス別加算率（８．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

     所定単位数にサービス別加算率（４．５％）を乗じた単位数で算定 
   
（その他）通院時の受診料・薬代、理美容費、行事参加費、おむつ代等の日常生活で必要な

費用は自己負担となります。 



【 グループホーム桂葉 利用料金 】 

利用料金（介護サービス費三割負担の場合）           令和６年４月１日現在 

項目/介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護サービス費 2,247 円 2,259 円 2,364 円 2,436 円 2,484 円 2,535 円 

食 
 

費 

朝食 ３２５円 

昼食 ４５０円 

夕食 ４３５円 

合計 １，２１０円/日 

家賃   ５００円/日 

水道光熱費   ７３０円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    
<介護保険適用負担額> ※１           １８円/日  

合
計 

１日あたり 4,705 円 4,717 円 4,822 円 4,894 円 4,942 円 4,993 円 

１ヶ月（３０日） 141,150 円 141,510 円 144,660 円 146,820 円 148,260 円 149,790 円 

   
各種加算項目（介護保険適用負担額） 

   〇初期加算 
入居した日から３０日間のみ          １日あたり９０円 

   〇退去時相談援助加算 
利用期間が１ヶ月を超えた利用者が自宅へ退去する場合、自宅や地域での生活が継続でき

るように相談援助させていただきます。 １人につき１回限り１，２００円 
   〇看取り看護加算 

医師により回復の見込がないと判断された利用者で本人及び家族がホームでの看取り

を希望された場合、医師、看護師、介護職員と連携をとりながら家庭的な環境のもとで

最期を迎えられることができるよう援助させていただきます。 
死亡日以前３１～４５日   ２１６円／日 
死亡日以前４～３０日    ４３２円／日 
死亡日前日及び前々日  ２，０４０円／日 
死亡日         ３，８４０円／日 

   〇口腔衛生管理体制加算 
    歯科医師、又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合 
                           １月あたり９０円 
   〇口腔・栄養スクリーニング加算 
    介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔

の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報について利用者を担当す

る介護支援専門員に提供している場合 
                 １回あたり６０円（６ヶ月に１度を限度） 
   〇栄養管理体制加算 
    管理栄養士（外部との連携含む）が日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的

助言や指導を行なった場合 
１月あたり９０円 

   ○高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 
    診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１

回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている

こと。 
                           １月あたり１５円 
 



   ○新興感染症等施設療養費 
    入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、

入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対

し、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを行った場合に１月に

１回、連続する５日を限度として算定する。 
                          １日あたり７２０円 
   ○認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 

・事業所又は施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 
・対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を定期的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを

実施していること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン

スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期

的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修

了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行

動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 
                      １月あたり３６０円 

 
 

※１職員の配置・勤務状況により、下記の加算内容及び料金が変わる場合があります。 
    事前に説明させていただきますのでご了承下さい。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅰ）        １日あたり６６円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％以上、または勤続１０年

以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上である。 
○サービス提供体制強化加算（Ⅱ）        １日あたり５４円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上である。 
   〇サービス提供体制強化加算（Ⅲ）        １日あたり１８円 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％以上、または常勤職員の

占める割合が７５％以上、または勤続７年以上の介護福祉士の占める割合が３０％

以上である。 
○特定処遇改善加算（Ⅱ） 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○ベースアップ支援加算 

所定単位数にサービス別加算率（２．３％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

     所定単位数にサービス別加算率（１１．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
  所定単位数にサービス別加算率（８．１％）を乗じた単位数で算定 
○介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

     所定単位数にサービス別加算率（４．５％）を乗じた単位数で算定 
   
（その他）通院時の受診料・薬代、理美容費、行事参加費、おむつ代等の日常生活で必要な

費用は自己負担となります。 


